
 

第
三
条
中
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
目
次
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
第
八
十
五
条
の
改
正
規
定
中
「
部
分
中
」
の
下
に
「
「
に
規
定
す
る
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
」

に
改
め
、
」
を
加
え
、
「
削
る
」
を
「
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
国
民
年
金
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
七
十
四
条 

削
除 

 

国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
福
祉
施
設
（
第
七
十
四
条
）
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 

第
四
章 

削
除 

 

第
三
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
第
四
章
の
改
正
規
定
中
同
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

国
民
年
金
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用 

国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
案
） 

  



 

二 

国
民
年
金
事
業
の
実
施
に
必
要
な
事
務
を
円
滑
に
処
理
し
、
被
保
険
者
、
受
給
権
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
次
号
に
お

い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
た
め
政
府
が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
用
に
要
す

る
費
用 

三 

国
民
年
金
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
政
府
が
国
民
年
金
に
関
し
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
事
業
に
要
す
る
費
用 

イ 

教
育
及
び
広
報
を
行
う
こ
と
。 

 
 

ロ 

被
保
険
者
等
に
対
し
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。 

ハ 

被
保
険
者
等
に
対
し
、
被
保
険
者
等
が
行
う
手
続
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
被
保
険
者
等
の
利
便
の
向
上
に
資
す

る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。 

 

 
 
 

四 

政
府
が
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に

規
定
す
る
小
口
の
資
金
の
貸
付
け
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
行
わ
せ
る
措
置
に
要
す
る
費
用 

 

第
三
条
中
国
民
年
金
法
第
八
十
五
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

 
 

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
費
用
」
の
下
に
「
（
第
八
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 



 

第
七
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
九
条 

削
除 

 
第
七
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
目
次
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

目
次
中
「
福
祉
施
設
（
第
七
十
九
条
）
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。 

 
 

一 

厚
生
年
金
保
険
事
業
の
事
務
（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）
の
執
行
に
要
す
る
費
用 

 

第
七
条
の
う
ち
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
章
の
改
正
規
定
中
同
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
十
条
第
二
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
事
務
（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）
の
執
行
に

要
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

三 

厚
生
年
金
保
険
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
政
府
が
厚
生
年
金
保
険
に
関
し
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
場
合
に

二 

厚
生
年
金
保
険
事
業
の
実
施
に
必
要
な
事
務
（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
伴
う
事
務
を
含
む
。
）
を
円
滑
に
処
理

し
、
被
保
険
者
、
受
給
権
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
次
号
に
お
い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
の
利
便
の
向
上
に
資

す
る
た
め
政
府
が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
用
に
要
す
る
費
用 

第
四
章 
削
除 

  



 

お
け
る
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用 

イ 

教
育
及
び
広
報
を
行
う
こ
と
。 

ロ 
被
保
険
者
等
に
対
し
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 

ハ 

被
保
険
者
等
に
対
し
、
被
保
険
者
等
が
行
う
手
続
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
被
保
険
者
等
の
利
便
の
向
上
に
資
す

る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

政
府
が
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規

定
す
る
小
口
の
資
金
の
貸
付
け
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
行
わ
せ
る
措
置
に
要
す
る
費
用 

 

第
七
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
含
む
」
を
「
含
み
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
の
う
ち
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
百
十
一
条
第
七
項
の
改
正
規
定
中
「
第

七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
八
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
」
に
、
「
第
七
十
九
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
八
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改

正
規
定
を
加
え
る
。 



 

第
十
四
条
の
う
ち
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
百
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
「
福
祉
施
設
」
を
「
業
務
取
扱
費
、
国
民
年
金

法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
」
に
」
を
「
「
国
民
年
金
事
業
の
福
祉
施
設
に
要
す
る
経
費
、
」
を

削
り
」
に
、
「
「
福
祉
施
設
」
を
「
業
務
取
扱
費
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措

置
」
に
改
め
」
を
「
「
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
福
祉
施
設
に
要
す
る
経
費
、
」
を
削
り
」
に
改
め
る
。 

 

（
関
係
法
律
の
整
理
等
） 

 

（
施
行
期
日
） 

 
 

第
百
十
三
条
第
六
項
中
「
に
規
定
す
る
国
民
年
金
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
」
及
び
「
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険

事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。 

 

（
公
務
員
に
係
る
被
用
者
年
金
事
業
の
事
務
費
用
負
担
に
関
す
る
検
討
） 

 

附
則
第
四
条
中
「
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
削
る
。 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

  



 

第
三
条 

国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
係
る
被
用
者
年
金
の
事
業
の
事
務
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
に
際
し
検
討
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

   



  

理 

由 

 

国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
適
切
な
財
政
運
営
に
資
す
る
た
め
、
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料

を
原
資
と
す
る
資
金
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め

の
措
置
に
要
す
る
費
用
等
の
支
出
に
充
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。 

   





  

 
 
 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
は
、
平
年
度
約
二
千
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 

  


